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は じ め に

1787年 に 制 定 され た ア メ リカ合 衆 国憲 法 は,「 著 作 者 お よ び 発 明 者 に,各 々

の 著作,発 明 に対 して一 定 期 間 の 排 他 的 独 占 権 を保 障 す る こ とに よ って,学 術

お よび技 芸 の進 歩 を促 進 す る こ と」 を,連 邦議 会 の権 限 の一 つ に数 え た(第1

条 第8節[8])、,こ の憲 法 の知 的 財 産 条 項 に 基 づ い て1790年 に制 定 され た特 許

法 で は,「 技 芸(art),製 造 物(manufacture),エ ン ジ ン,機 械,装 置(devi,

ce),ま た はそ の改 良」 の 発 明 が 特 許 保 護 の 対 象(=法 定 の主 題 〉 と され た。

3年 後 に組 成 物(composition)も 保 護 対 象 の 列 に加 え られ た もの の,そ の 後

は ラ イ ンア ップ に 目立 った 変 化 は起 きて い な い 。現 行 法 の骨 格 を なす1952年 特

許 法 か ら は ず っ と 「方 法 .(process),機 械,製 造 物,組 成 物.ま た は そ の 改

良 」(101条)と な って い るが,pr。(!essはart(ま た はmethod)と 同 じ意 味 で

使 わ れ て い る.な お,法 定 主 題 で あ る こ と に加 え て,新 規1生(=公 に知 られ て

い な い 発 明 で あ る こ と),非 自 明 性(=従 来 知 られ た 技 術 か ら 当 業 者 す なわ ち

当 該 分 野 の 平 均 的 な技 術 者 が 容 易 に は考 え つ か な い こ と),お よ び 適 切 な開 示

が,特 許 要件 とされ て き た。

と ころで,ア メ リカ の特 許 法 にあ って は,保 護対 象 の規 定 は一 貰 して具 体 的

類 型 を並 べ る形 が とられ て きた 。 こ の点 に関 して 言 え ば,当 初 か ら,記 載 の各

類 型 は 限 定 的 にで は な く可 能 な限 り広 く考 え るべ き もの とされ て きた。 それ は,

どの よ うな 発 明で あ っ て も原 則 的 に保 護 対 象 の どれか に 該 当す る よ うに しよ う
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とい う,立 法 者 意 思 に沿 った解 釈 で あ っ た、,1952年 の 特 許 法 再 編 時 に 改 正 法 に

添 え られ た 委 員 会 報 告 書 に は,「 議 会 は,人 に よ っ て作 られ る もの な ら太 陽 の

下 に あ る いか な る もの で あ れ,特 計 保 護 対 象 に含 め る よ う に意 図 して い た」 と

記 さ れ て い る。 広 く知 られ る通 り.「 太 陽 の 下,人 が 創 造 した い か な る 発 明 を

も保 護 す る」 と い う フ レー.ズは,も と も と特 許 法 の 起 草 者 トー マ ス ・ジ ェ

フ ァー ソ ン(ThomasJefferson,1801年 に 第3代 大 統 領 に就 任 〉 に よ っ て 唱 え

られ た もので,発 明 の才 は気前 よ く鼓 舞 され るべ きだ とす る彼 の哲 学 の 神 髄 を

表 して い た㌔

た だ し、 あ らゆ る発 明が 例 外 な く特 許 保 護 の対 象 とされ た ので はな か った 。

具 体 的類 型 を列 挙 す る形 式 に対 応 して い る とみ られ るが,発 明 一 ア メ リカで

は発 明 は 発 見 と厳 密 に 区別 され て こな か った一 とい う語 も,抽 象 的 発 明 や 新

た な 秘 密 の原 理 で は な く.発 明 され た物 や原 理 の結 果 と して の製 造 物 を指 す も

の と理 解 さ れ て きた 。抽 象 的 ア イ デ アは ア プ リ オ リに保 護 対 象 か ら除 外 され る,

との 認 識 で あ る。 ほか に,私 的 な 占有 にそ ぐわ な い 白然 法 則 と物 理 現 象 も特 許

適 格 性 な しと考 え られ て きた21。 これ を さ ら に具 体 化 した もの との 位 置づ けで,

米 国特 許 商 標 庁(USPTO)の 特 許 審 査 マ ニ ュ ア ル(MPEP)は,印 刷 物.人

間 の思 考 過 程(メ ン タ ル ・ス テ ップ),生 物 体,ソ フ トウ ェ ア の ア ル ゴ リズ ム

(数学 的算 定方 式)等 を,101条 の保 護 対 象 か らの 除外 類 型 と して扱 う と ころ と

な った31。

本 稿 の関 心 事 で あ る ピ ジ ネ ス方法 も,法 定 主 題 外 で あ る こ とを理 由 に拒 絶 で

き る とMPEPに 明 記 され て い た、,とこ ろ が,96年 のMPEP改 定 で そ の 部 分

が削 除 され る。 そ して,98年 夏 に ス テ ー ト ・ス トリー ト銀 行事 件 に対 す る控 訴

審判 決 が 下 さ れ た の を 合 図 に,ピ ジ ネ ス方 法 特 許(BusinessMethodPatellt,

1)USPTO,"2105PatentableSuとOectMatτer・Li▽ingSllbjectMiltter』 ＼http://patents.ame.nd.edu!

mpep/21/2105.html)

2)川rl博 也 「基 礎 ア メ リカ特 許 法』 発 明 協 会,2(〕0〔)年,1,4,7,17-18ペ ー ジ,,

3)(財)知 的 財 産研 究 所 編 『米 国 に お け る ビ ジ ネ ス方 法 特 許 の研 究』 雄 松 堂 出 版,2001年,7-8

ベ ー ジ⇒
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以下BMPと 略記する場合あり)一 日本ではマスコミ造語の「ビジネスモデル

特許」が使用される場合が多い一 の出願ラッシュが現出する4)。と同時に,成

立 した特許をめ ぐる係争が次々表面化するもとで,BMPの 特質や問題性に対

する関心も全世界的に盛 り上がる,,BMPの 経済的意味を探る意図の下に,か

つ懐疑論 ・批判論の広が りを受けたUSPTO等 の対応策やその限界に関する

次稿での考察を予定 しつつ,以 下でBMPが 容認されブーム化 した経緯ならび

に勃発 した係争の要諦を順序だてて把握することに努めるものとする。

1ス テ ー ト ・ス トリー ト銀 行判 決 の 意 味

2000年7月 発表の 「USPTO白 書」は,ビ ジネス方法特許が1990年 代後半に

なって突然湧き出したかに説く一般的な論調を.歴 史的事実に反した俗論と一

蹴する、、白書によれば,特 許法誕生の9年 後(1799年)に 偽札の検出に関する

発明に与えられた特許が,BMPの 一角を占める金融特許の第一号であった。

それを含めて.米 国特許庁が最初の半世紀に付与した金融関係の特許(銀 行券

や小切手の印刷,紙 幣 ・コインのカウント.利 息計算表等)は41を 数える。こ

の金融領域における 「紙ベース」の ビジネス方法に関して言うと,当 時から今

日まで特許化の流れは途絶えることなく連綿と続いてきた。さらに白書は,近

年のBMPの 顕著な分野をなす 「自動化された金融 ・経営上のビジネスデータ

処理方法特許」に限って も,そ の歴史は1世 紀以上も前に始まっている,1889

年の 「統計表の作成方法」に関する特許が同分野における一番槍だった,と 指

摘 している51、、

むろん,そ うした過去の史実をおろそかにしてよいわけはない。 しか し,

1908年 のホテル ・セキュリティ事件判決を契機に,ビ ジネス方法は特許になり

4)Jaffe,AdamB,ド こTheUS、PatentSysteminTrans重tion』'1〉 βER"伍 沈'ノ2gハ ψ 召1、No .7280,

August1999.

5)USPTq!1び5Pγ ℃)1砺 ノ'8拓 ρ82噂:A'伽 ～π`撫4且'～`1'κ'`～!orハ 血 η`ε8ごノηごノηごD磁 αnり`855'η9

M寵hρ ゴ(B縁5加 餅Af8ぱ'～o`!)July2000 .pp,2-3,(鼓ttp://www,uspto.gov/web/menu/busmethp/

whitepaper.pdf)
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え な い とす る見 方 が 社 会 通 念化 した の もまた,紛 れ もな い 事 実 で あ る、、ち な み

に,同 事 件 で は,ホ テ ル ・セ キ ュ リテ ィ社(H・telSecurityCheピkingCo,)に

付 与 さ れ た レス トラ ンの経 理 処 理 方 法 に 関す る特 許 の有 効 性 が 争 わ れ た 。 特 許

され た の は,従 業 員 の不 正 行 為 の 防止 を 目的 に案 出 され た 請 求 書 の重 複 管 理 方

法(ウ ェ イ ター 別 の特 定 番 号 つ き複 写 式伝 票 を客 か ら注 文 を受 け た ウ ェ イ ター

とマ ネー ジャー そ れ ぞ れ が保 管 す る)で あ った が,第 二 地 区連 邦 高 裁 は こ の特

許 を無 効 とす る判 決 を 下 して い る,,当 該 シ ステ ムの 基 本原 則 は 公知 の会 計 実 務

で あ って 新 規 性 に欠 け る,と い うのが 直 接 の判 決 理 由 で あ った。 た だ し,特 許

保 護 の対 象 と して の 適 格 性 が論 議 の的 に な った 事 情 を踏 まえ て,判 決 文 は 、 ビ

ジネ ス を お こ な うシ ス テ ムの ア イデ ア 白体(問 題 の 経 理 処 理 が これ に当 た るの

か否 か は 明言 せ ず)は 技 術 の カテ ゴ リー に 属 さず,し た が っ て特 許発 明 の 対 象

には な りえ な い 旨 の認 識 も公 表 した6}。 そ れ が 「ビ ジ ネ ス方 法 除 外 の 原 則 」 の

確 立 と受 け取 られ,USPTOの 審査 官 指 導 方 針 の裏 づ け を得 て.実 際 に百 年 間

近 くにわ た りア メ リ カの特 許 実 務 を 規 定 し続 け る こ とに な った ので あ っ た㌔

さて,時 は め ぐ って1998年7月,ス テー ト ・ス トリー ト銀 行事 件 の控 訴 審 判

決が 出 るや,情 景 は一 変す る。 事 の い き さつ を記 そ う。

金 融 ベ ンチ ャー の シ グ ネチ ャー社(SignatllreFinancialGroupl)が,複 数 の

投 資 信 託(=ス ポ ー ク)を 単 一 の投 資 ポ ー トフ ォ リオ(=ハ ブ)に プ ー ル して

金融 商 品 に運 用 す るた めの デー タ処 理 シス テ ム を 開発 し,93年 に米 国特 許(第

5193056号)を 取 得 した 。 この 「ハ ブ ・ア ン ド ・スポ ー ク特 許 」 の ラ イ セ ンス

を 同社 に求 め た ステ ー ト ・ス トリー ト銀 行(StateStreetBank&TrustCo.:

SSB)は,交 渉 が不 調 に終 わ るや マ サ チ ュセ ッ ツ州 連 邦 地 裁 に 同特 許 の 無 効 確

認 訴 訟 を提 起 し,期 待 通 りの判 決 を手 に した 。 シ グ ネチ ャー社 考 案 の シス テ ム

は ビジ ネ スの 手 法 に 関 す る発 明(か つ 数 学 的 ア ル ゴ リズ ム を 含 む発 明)で あ っ

6)(財 〉知 的財産研 究所編,前 掲書,20老2ペ ー ジ,一ヒ野 博 『ビ シネス方法特 許』 同文 舘出版

2003年,55-56ペ ージ.

7)惰 報通信総合研究所 ・ビジネ スモデル特殊研究会編Ir欧 米の ビジネ スモデ ル特 許最新報 告」 口

本法 令,2000年.77ペ ー ジ、
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て,ビ ジネス方法(や アルゴリズム〉は特許法101条 の保護対象外 とい う原則

か らして特許に値しない,と の地裁判決であった。だが,係 争は控訴審に持ち

込まれ,98年 夏に連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に よって原審判決が覆される

段 となる。いわ く,ビ ジネス方法だからと言って特許性が認められないわけで

はない。そ もそもビジネス方法除外の原則自体が,過 去の判例(と くにホテ

ル ・セキュリティ事件判決)に 対する誤った解釈の産物なのだ。また,ア ルゴ

リズムであっても 「有用,具 体的かつ有形の結果」を生む場合には特許性を認

められるし,本 件特討二はそれに当たるものと判断される81。

CAFCの 判決が唱えたように,確 かにホテル ・セキュリティ判決を含み,

「ビジネス方法除外の原理」を直接的な根拠にして保護対象該当性を否定 した

裁判例は,た だの一件 も見当たらない。にもかかわらず,同 原則は単なる観念

ではなくて,USPTOの 審決を律 し,BMPを 制止する確固とした存在であ り

続けた。そうした特許実務を長 く支配 してきた原則が,SSB事 件判決によっ

て明確に否定されたことになる。いまや封印は解かれた!

llビ ジネス方法特許容認の道程

1伏 線と背景

ステー ト・ス トリー ト銀行事件のCAFC判 決は,従 来の社会通念を覆 し,

ビジネス方法の特許適格性を高らかに宣言した、,その出来事 自体は抜 き打ちの

印象を世に与えはしたけれ ど,そ うした方向転換につながる内圧は次第に高

まってきていたと考えられる。

ビジネス方法特許容認の伏線になったのが,チ ャクラバティ事件に対する

1980年6月 の最高裁判決であった。その判決は.自 然が生んだ存在である生物

体を特許対象とみなすわけにはいかない とい う当時の常識を退けて,GE社 の

8)牧 野 和 夫,シ ドニ ー ・ノ・ン ト ・ウ ィー ク ス,河 村 寛 治 『ビ ジネ スモ デ ル特 許 一一 ネ ヅ ト経 済 の

新 た な脅 劇 日本 経 済 新 聞 杜.2000年,29-32ペ ー ジ、,(財)知 的 財 産研 究 所 編,前 掲 書,36-37

ペ ー ジら,
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チャクラバティ(A,M、Chakrabarty)博 士が流出原油の分解用に開発 した新

種バクテリアの特許1生を認めた。特許対象か否かの判断は,生 物であるか否か

ではなく,自 然物なのか人問の創造物なのかを基準にしてなすべ きだ,と の観

点に立つ歴史的な判決であった。その後,生 物特許の範囲は,遺 伝子工学を利

用 した植物新品種や実験用動物,さ らにはヒト遺伝子にまで速やかに広がった

が,そ れはバイオテクノロジー分野における研究開発競争の活発化とバイオ産

業の成長に大きく貢献する要因となった9レ。周知の通 り,ア メリカでは80年代

入りとともに産業競争力の再建 ・強化が緊要な国民的課題とされ,そ のための

主要施策の一環にプロ ・パテント政策の遂行が位置づけられた。バイオ分野に

おいて同政策の先進的な成功事例が牛まれたことで,卜 一マス ・ジェファーソ

ン流の特許法の基本精神を改めて強調 しつつ,科 学技術の発展に呼応 して保護

範囲の拡大を図ろうという空気が政界や産業界を中心にいちだんと濃化したの

は,な んら不思議ではな く,そ うした環境下でやがてBMPの 解禁 も日程に上

ることになったのであった。

ところで,USPT〔)白 書が言うように,20世 紀末にブーム状態を早 したのは

BMPの 中でも 「自動化された金融 ・経営上のビジネスデータ処理方法特許」

の分野であった。同分野を含む米国特許分類のクラス705(現 代 ビジネスデー

タ処理)は,1997年 に従来 ソフ トウェア特許を代表するものとみられてきたク

ラス395と364を 再編 して作 られたもので,コ ンピュータの利用を共通の特徴と

する1。》。要するに現代のBMPは 大多数が ソフ トウェア関連特許だということ

になるが,思 えば ソフ トウェア関連発明も80年代初頭まで特許の枠外に置かれ

ていた。それ以後におけるソフ トウェア特許の発展が歴史的前提になったれば

こそ、情報技術(IT)革 新 ことにインターネットの爆発的な普及とそれに依

拠 した多様な ビジネス方法の登場とい う90年代後半の時代状況が現れるや.

9)坂 井昭夫 「米国ハ イオ関連特許の発展 とその含意」r経 済論叢』 第173巻 第1号 ,2004年1月 。

坂非昭夫 「アメリカの バイオ関連特許をめ ぐる問題状況 一一 「人類共通の財産」 と 「知識の私有

化」の相克一 」 『K正RE』0402号,2004年4月 。

10)ハ 〔旭PTO隔'ご 出 ψ猷P.Lp,6.
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BMPブ ームの芽がにわかに育つ展開1こなったものと解される。

(333)7

2歴 史的前提としてのソフトウェア特許

ソフ トウェアの権利保護をめ ぐる動きは,1960年 代か ら頭をもたげだ してい

た。ただ特許法による保護に関 しては,80年 代初頭まで否定論が支配的だった

と言える。 ソフ トウェアはメンタル ・ステップを表記 したものであり本質的に

数学的アルゴリズムだとみられる,だ から特許保護の法定主題だ とは考えられ

ない,と する見解が幅を利かせていたのであった。十進法 と二進法の中間形式

を完全な二進法の形式に変換する方法に特許性を認めなかった72年 の最高裁ベ

ンソン事件(G・ttchalkv.Bens・n)判 決が,そ の象徴 として世に知 られてい

る111。かかる事情から特許保護に代わる施策が求め られ,1980年 の著作権法改

正によって,著 作権によるソフ トウェアの権利保護が実施される運びとなった。

複製がきわめて容易な言語的作品というソフ トウェアの一側面 に注目して案出

された,最 初の法的な保護措置であった。 とはいえ,表 現自体を保護対象とす

る著作権の性格からして,ソ フトウェアに内包されるアイデアにまで保護が及

んだわけではなく,事 実,他 者の独自開発や リバース ・エンジニアリングが禁

じられることにはならなかった。だからこそ,ソ フ トウェアの機能性という側

面については保護手段にな りうるのは特許だとの認識が時 とともに広が り,そ

れが次第に実現の道をたどるようになる且跨。

1981年3月,デ ィーア事件(Diamondv。1)iehr)を 審理 してきた連邦最高裁

が.コ ンピュータによる計算方式を含んだゴム加硫成型の方法に特許性を認め

る判決を下 した。原理 としてのアルゴリズム自体(な いしプログラ ミング言語

を川いてアルゴリズムを具体的に記述 した ソフトウェア自体)が 保護対象 とさ

れたわけではなく,物 理的処理(デ ジタル ・コンピュータ)を 含めたプロセス

11)ヘ ン リー 幸 田 『解 説 ・ビ ジ ネ ス特 許 』ILS出 版,2000年,32ベ ー シ.上 野.前 掲 書 。48ペ ー

シっ

12)マ イ ケ ル ・[)・ マ コ イ,ア ン ド リュ ー ・T・ スペ ン ス 「電 子 商 取 引 と イ ン ター ネ ッ ト」 『月 刊

国 際 法務 戦略 』2001年10月 号 。
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全 体 に特 許 性 が あ る と判 断 さ れ た ので あ った が,そ れ で も同判 決 に よ って ソ フ

トウ ェ ア特 計 の 突破 口 が 開か れ た と評 しう る,,

ハ ー ドウ ェ ア と一体 化 した ソフ トウ ェ アか ら始 ま った ソ フ トウェ ア特 許 の歴

史 は,90年 代 前 半 に,単 体 の ソフ トウ ェ ア に も特 許 を認 め る 方 向 に長 足 の発 展

を遂 げ た13}。と く に94年 に は.ア ラ バ ッ ト事 件 判 決(「 有 用,具 体 的,有 形 の

結 果 」 を もた らす もの だ との理 由で,オ シロ ス コー プ上 の折 線 を連 続 的 に見 せ

る数 学 的 近 似 法 の 特 許 性 を認 め た)や ロー リー 事 件 判 決(CD-ROM等 の記 憶

媒 体 に 固定 さ れ て い る場 合 な ら ソフ トウ ェ アヘ の特 許 付 与 は 可能 とす る)な ど,

CAFCの 相 次 ぐ重 要 判 決 に よ って,ソ フ1・ウ ェ アや ア ル ゴ リ ズ ム そ れ 自体 の

特 許 保 護 へ の 急接 近 が 起 き た14)。そ れ を 受 け て.96年2月 にUSPTOは 「コ

ンピ ュー タ関 連発 明 の審 査 ガ イ ドラ イ ン」 を 公表 し,コ ン ピ ュー タ可 読 媒 体 に

記 録 され た プ ログ ラム を特 許 法101条 の 法 定 主 題 とみ なす 立 場,つ ま りソ フ ト

ウ ェ ア媒 体 特 許 の容 認 を明 らか に して い る。 ま た 同 じガ イ ドライ ンに おい て,

ビ ジ ネ ス方法 の 出願 を 自動 的 に拒 絶 す る よ う に して きたMPEPを 改 め,BMP

で あ って も他 の プ ロ セ ス特 許 と区 別せ ず に審 査 す る方 針 も示 され た15)。

98年7月 のSSB事 件 判 決 は,以 上 の伏 線 と背 景 が あ っ て の もの で あ った 、、

先述 の よ う に,同 判 決 でCAFCは 、 数 学 的 ア ル ゴ リ ズ ムで あ っ て も実 体 の あ

る有 用 な 目 的 に応 用 され て い れ ば特 許対 象 に な り うる,ま た ビジ ネ ス方 法 だ か

ら とい うだ け の理 由 で 特 許 適 格 性 を 欠 くわ けで は ない,と 判 示 した 。 追 加 的 に

述べ る と,ア ラパ ッ ト判 決 で は 滑 らか な波 形 が 「有 用,具 体 的,有 形 の 結 果 」

13)根 来 龍 之 「『ビ ジ ネ ス モ デ ル 特 許 』 の 真 相 」2000年9月 。(h廿p://www.mi.samo,ac,jp/}

negorQ/paper/what『bmp.htm),Lt二e,Mark."HowCouldSoftw貰ePa【entL己iwImpactElectr`)nic

Commerce7』1FaiL1998、(httpノ たybeLhw,harvar〔Le〔IL毫/fallsem98/fina1 -pape∫s/Lee,htm1),U"一

itedStatesSupremeCourt.`Diamond,Commiss主 【mer〔)fPatemsandTrademarksv .Diehrand

Lutt(m』 ㌣March3、1981,(httpl//www、digltaLlaw-0111ine,com/cases/2()9PQ1.htm)

14)本 間 忠 良 「技 術 と 競 争 一 米 国 に お け る プ ロ パ テ ン ト運 動 の 幻 影 」1997年12月 、(httpl//

t融〔lhomma.infoseek.11vedoor.neし/PτoPat.htm)

15)"Ex麺millati()nGuidehne"orComputer・Relatedhwentions .蹄February28.1996.(http://www.

kuヒsterl…lw.c・m/swguide.htm),小 池 良 次 「制 度 改 善 に 乗 り 出 す 米 特 許 庁 」 『イ ン ター ネ ッ トマ ガ

ジ ンj2000年6月 号,,
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とされたのに対 し。本件判決では投資信託の時価 という単なる数値データがそ

れだ と認められた,,こ れが意味す るのは,「有用,具 体的,有 形の結果」を緩

やかに解釈する姿勢,す なわちアルゴリズムの特許性を広 く認める道への歩み

出 しにほかならないIOl。なお,SSB事 件判決によるBMPの 容認には,コ ン

ピュータ関連発明の範囲に限りといった条件は付されなかったので,ビ ジネス

方法それ自体であっても(具 体的に応用ができ実質的な価値 を有す るものな

ら)特 許対象になりうることになった。

lllビ ジネス方法特許ブームの到来

ア メ リカで は,1981年 の デ ィー ア判 決以 降,ビ ジ ネス方 法 に 関 わ る特 許 の 出

願 が徐 々 に増 え だ した 。 そ れ らは コ ン ピ ュー タ に 関連 した 郵 便 料 金 や キ ャ ッ

シ ュ レジ ス タ ーの シ ス テ ムで あ り.USPTOの 審 決 ベ ー スで は ビ ジ ネ ス方 法 除

外 の原 則 が 息 づ い て い た に もか か わ らず,も っぱ ら ソフ トウ ェ ア と して の 評 価

に基 づ いて(ビ ジ ネ ス関 連 発 明 と して ど う捉 え る のか は不 問 に付 して)特 許 成

立 に い た っ た もの も,少 数 な が ら存 在 した17レ。90年 代 に 入 る と,重 点 は 金 融 取

引 シ ステ ム に移 り,93年 に はか の ハ プ ・ア ン ド ・ス ポ ー ク特 許 の 成 、ン1をみ て い

る。 そ れに 続 い て 電 子 シ ョ ッピ ン グの 分 野 で も特 許 申諦 の動 きが 生 じ,ス テ ー

ト ・ス トリー ト銀 行 事 件 の 控 訴 審 判 決 が 出 る よ り も前 に,後 に注 目 を浴 び る こ

とに な る ワ ン ・ク リ ック特 許 や 逆 オー ク シ ョン特 許 な どの 出願 も相 次 い で な さ

れ る状 況 と な った(第1表)。 と は い え,同 判 決 ま で は 特 許 権 者 に よ る積 極 的

な 権 利 行 使 はみ られ なか った し,ク ラ ス705の 出 願 数 や 成 立 数 もま だ ま だ 控 え

め な水 準 に とど ま っ て いた 。

SSB事 件 判 決 を 契 機 と した ビジ ネ ス 方 法 特 許 ブ ー ム の 高 揚 ぶ りは,第1図

16)牧 野 ・ウ ィー クス ・河 村,前 掲 書,31-32ペ ー ジ。Fl本 感 性 工 学 会 ・IP研 究 会 編 『ビジ ネ スモ

デ ル特 許 』 通 商 産 業 調 査 会.2000年.183-189ベ ー ジ。 』StateStreetBank&TrustCo.v.SignFト

tureFillallcialGroup・149F・3dl368(Fed・CiLJuL23,1998)』 亀(hししp;//www・law・"》me1Ledu/

patent/comments/96.1327.htm)

17)(財)知 的財 産 研 究 所 編,前 掲 書,40-41ペ ー ジ。4乙 へ～PTO"7ゐ"6'}～ ρ～'3p.7.
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第1表

第173巻 第4号

アメ リカにおける ビジネス方法特許 の成立状況

出願年 権 利 考 特許番号 概 要

1980 MerrilLynch 4346442 証券取 引の現金管理 シ ステムに関す る特許

1983 E-DATE 4528643
ソフ トゥェァをオ ンライ ンで配布す る特許

(いわゆるFREENY特 許)

1985 MerrilLynch 46740羽 株取引をオンラインシステムを用いて行な う特許

1991 Signature 51i)3056
投資信 託の資産管理 に関す る特許

(いわゆるハブ ・アン ド・スポー ク特許)

1992 AT&T 5333184 長距離電話 の課金 システムに関す る特許

1993 OpenMarket 5724424
ク レ ジ ッ トカ ー トを用 い て オ ン ラ イ ン シ ョ ッピ

ング の決 済 を行 う特 許

1995 Neしcelltives 5774870
イン ター ネ ッ トで買 い物 をす る人 に インセ ン

テ ィブを与 える特許

1995 NETI)elivery 5790793 インターネ ッ トを介 した情報配信 に関す る特 許

1996 Walker正)igital 57942〔)7
リバ ー ス オ ー ク シ ョンの 仲 介 シ ステ ム に 関 す る

特 許

1996 DOuble(lhck 5948061 イ ンターネ ッ ト広告の動的配信 に関す る特 許

1997 Amazon.com 5960411
ネ ッ ト上で の購入処理 を合理化する特 許

(いわ ゆるウン ・クリ ック特許)

1997 Juliet

Ilarrington
5895454

電子ショップ上での一括支払いをほ∫能にす る特許

(いわ ゆるシ ョッピングカー ト特許)

1998 eCaI 5960406
Webベ ー ス の ス ケ ジ ュー ル管 理 シ ス テ ム に 関

す る特 許

1999 Amazon,com 6029141
イ ンターネ ッ トを利用 した顧 客参照 システムに

関す る特許

出 所:福 山智 志 ほ か 『図 解 ビ ジ ネ スモ デ ル特 許 入門 』 リプ ロ ス,20〔)0年,19ペ ー ジ,、

に窺 わ れ る 。97年 に は1000件 に満 た な か った クラ ス705の 出願 数 が,5年 後 に

は8700件 に膨 れ 上が って い る。 この 現 実 の 十 全 な把 握 に とっ て欠 か せ ない 要 件

で あ る こ とを考 え て,こ こで(既 述 の背 景 や伏 線 も思 い 起 こ しつ つ)BMPの

基 本 的 な 性格 を は っ き りさせ てお こ う。,

BMPと は ビ ジ ネス を お こ な う手 法 な い しそ の 実 施 の た め の シス テ ム を保 護
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第1図 ク ラ ス705の 出 願 数 と特 許 成 立 数

(干件)
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注:2003年 度 は推 測 。

出所:USPTO、"CIFlss7{)5Applicatk)nFiling… 至ndP…1吐elltsIssuedDa吐a"よ り作 成u

出頭数

成立数

対 象 とす る特 許 を指 すが,先 述 の よ うに,近 年 関 心 を 呼 ん だ の は ソ フ トウ ェ ア

と くに イ ン ター ネ ッ トを 活 用 した ビ ジ ネ ス方 法 で あ る。ITが 新 た な社 会 イ ン

フ ラ とみ られ るほ どに普 及 し,ビ ジ ネス上 の ア イデ アを 汎 用 コ ン ピ ュー タや既

存 の ネ ッ トワー クを 利用 して 実現 で きる環 境 が 生 み 出 され た こ と.お よび ソ フ

トウ ェ ア特 許 の 発 展 が,そ の 背景 を な した 。,

BMPは 事 実.ヒ ソフ トウ ェア特 許 の 一 類 型 で あ るが,た だ しそ の 一番 の 特 徴

は,ソ フ トウ ェ ア と して の技 術 的 側面 よ り もむ しろ,従 来,特 許 とは あ ま り縁

の なか っ た広 告,流 通,金 融 な どサ ー ビ ス産業 の諸 領 域 にお け る ビ ジ ネ ス ・ア

イ デ ァ とソ フ トウ ェ ア との 出 会 い に あ る。 した が って,そ れ が カバ ー す る範 囲

は,従 来 の ノフ トウ ェ ア特 許 と は比 較 に な らな い ほ ど広 くな る。 つ い で なが ら,

日本 特 許 庁 の 手 に な る解 説 文 にあ る よ う に,「(サ ー ピス 分 野 の事 例 に お い て

は)コ ン ピ ュー タや ネ ッ トワー クそ の もの に は技 術 的 特 徴 が 乏 しい た め.そ の

発 明 に よ り,ど の よ うな ビジ ネ ス(ア イデ ア)を 実 現 しよ う と して い るか とい

う側面 に注 目が 集 ま りが ち」 で あ っ て,そ れ がBMPと 呼 ば れ る理 由 とな っ て
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いる1%

伝統的な特許が もっぱら新技術の発明に対 して与えられてきたのとは違 って,

BMPに あっては,IT上 の技術的要素よりも,ビ ジネスの手法自体の新 しさ

が重要視される傾向にある,、これは,必 要とされる開発コス トの相対的な小さ

さを反映 して.ビ ジネス方法特許の場合には既存の大企業だ けでな くベ ン

チャー企業や個人にとっても特許出願がおこないやすい条件があることを示唆

する。 しか も,そ のビジネス方法たるや,電 子商取引上の仲介処理や決済処理,

金融サービス,会 計,在 庫管理,業 務連絡,広 告など多岐にわたるので,か つ

てはメーカーの姿ばか りが目についた特許ゲームの世界に,メ ーカー以外の多

様な業種の企業や個人が競 ってプレーヤーとして参入 して くる事態 となる,、さ

らに,ネ ットワーク効果やロック・イン効果が働 くところでの特許の絶大な効

力,そ れを憂慮しての大企業の盛んな防衛出願といづた要素も作用する形にな

るが,ス テート・ストリー ト銀行判決を引き金にしたブームの盛 り上が りは,

この脈絡において把握されるべき出来事であろう19)。さらに言えば,ブ ームと

ともにBMPに 対する警戒感が急速な広が りをみたのも,同 特許が上述の性格

を有 していたからにほかならない。その点に移ろう。

lVビ ジネス方法特許をめぐる係争の勃発

従来でもソフ トウェア開発には概 して大がか りな設備投資は必要 とされな

かったが,技 術的要素よりもむしろ非技術的要素が重視されるビジネス方法特

許の場合には,な おさらその傾向が強 くなる、また,イ ンターネ ットの普及と

ともに,販 売網整備の負担 も大 きく軽減される、,ビ ジネス方法特計ブーム

では,こ うした条件下で特許を戦略 ッールにして市場参入を果たそうとした

ネット・ベンチャー企業 による出願の殺到,な かんずく電子商取引分野での

18)特 許 庁 「ソフ トウェ ア 関連 発明 と ビ シ ネス 関 連 発 明 」。(htしp://www。jpo.go.jp)

19)公 正 取 引委 員 会 『新 た な 分野 に お け る特 許 と競 争 政 策 に関 す る研 究 会 報 告 書 』2002年6月,

1749ペ ー ジ。(http;〃wwwjftc.go.jp/pressrelease/02.june/020606.pdf)



アメリカのビジネス方法特許ブームと特許紛争(339)13

「特 許 洪 水(patelltflood)」 が 人 目 を引 い た20♪。 そ して,技 術 的 要 素 の 希 薄 さ

が 模 倣 を容 易 に した せ い もあ って,特 許 権 者 に よ る競 合 企 業排 除 の た め の特 許

の 攻 撃 的 な 利 用 が 目立 つ よ うに な る と ころで,厳 しい 紛 争 も幾 つ か発 生 す る こ

とに な った 。 代 表 的 な.二つ の事 件 の顛 末 をみ て お こ う。

[逆オークション特許紛争]

当該 係 争 の 対 象 とな っ た 特 許(米 国 特 許 第5794207号)は 逆 オ ー ク シ ョンを

お こ な う仲 介 シ ス テ ム に 関 す る もの で,ウ ォー カ ー ・ア セ ッ ト社(Walker

AssetManagementLimitedPartnership〉 一 イ ン ター ネ ッ ト起 業 家 の ジ ェ

イ ・ウ ォー カ ー(JAyWalker)が 知 的 財 産 権 の創 出 ・管 理 を 目 的 に設 立 した

一 に よ って1996年9月 に出 願 され
,ス テ ー ト ・ス トリー ト銀 行 判 決 直 後 の98

年8月 に 認 可 さ れ た 。 通 常 の オ ー ク シ ョンで は,販 売 者 側 が提 示 す る商 品 ・

サ ー ビスに購 人 者側 が価 格 をつ け て応 札 す る。 逆 オー ク シ ョンの場 合 に は,そ

れ と は反対 に,ま ず 買 い手 側 が希 望 す る商 品 ・サ ー ビ スの 購 入条 件 を提 示 す る。

仲 介 者 は,複 数 の販 売業 者 に そ の条 件 を伝 えて 見 積 も りを 出 させ,最 安値 を提

示 した 業 者 の情 報 を買 い 手 に連 絡 す る,と い う仕 組 み で あ る、,この 逆 オ ー ク

シ ョ ン特 許 を 成 立 後 す ぐ に ウ ォー カ ー ・ア セ ッ ト社 か ら譲 り受 け,実 際 に

ウ ェ ッブサ イ トで シ ス テ ム運 用 に 当 た る こ とに な った の が.こ れ ま た ジ ェ イ ・

ウ ォー カー に よ っ て 設 立 さ れ た プ ラ イ ス ラ イ ン ・ ド ッ ト ・ コ ム 社

(Pricelhle.com)で あ った211、、

プ ライ ス ラ イ ン社 の逆 オ ー ク シ ョンは,購 入者 側 に とって は価 格 を引 下 げ る

効 果,販 売 者側 に と っ て は過 剰 な(な い し無 用 の)在 庫 を削 減 す る効 果 が あ り,

と くに航 空券 の売 買 や ホ テ ルの 予 約 で 大 好 評 を博 す る こ とに な った 。 事 業 の有

望 性 を 評価 した投 資 家 の プ ライ ス ラ イ ン社 へ の投 資 は盛 況 を呈 し,99年 春 に株

20)MeureLMichae1、 トBusillessMetho〔lPatentsandPatelltFloods、"805置o～'{ノ'11て ・酬1～ ッS`hoρ'ザ

加 τ心"!ω 勲i91ヤ ψ8'、No,02-02,May7,2002、

21)「 ビ ジ ネ ス特 許 情 報 」2000年 。(http://www.koda・androlia.eom/patentinfo/buslness.htm)
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式 公 開 され る と,同 社 の株 価 総 額 はた ち まち 米 国3大 航 空 会社 の そ れ を上 回 る

水 準 に達 した221。有 力 な特 許 の 取得 が ベ ンチ ャー 企 業 の 資 金 調 達 と企 業 価 値 の

上 昇 に寄 与 した 典型 例,そ れ を 見越 して 特 許 ポ ー トフ ォ リオ の 充実 に努 め た起

業 家 の 戦 略 が 見事 に奏 功 した事 例,と み られ る。

プ ラ イ ス ラ イ ン社 の成 功 に な ら って,逆 オー ク シ ョン千 法 を取 り入 れ る企 業

も続 出 した 。 そ の代 表 格 で あ るマ イ ク ロ ソ フ ト社 につ い て は,99年 の初 めか ら

プ ラ イ ス ラ イ ン社 との 問で 業 務 提 携 交 渉 が もた れ,守 秘 義 務 契 約 の もとで プ ラ

イ ス ラ イ ン社 側 か ら機 密 情 報 や 技 術 デ ー タの提 供 が な され た の に,8ヶ 月 を経

て 交 渉 決裂 とな っ て しま った 経 緯 が あ った 。 マ イ クロ ソフ ト社 の子 会 社,エ ク

スペ デ ィア社(Expedia .com)が ホ テ ル予 約 サ ー ビ ス 「ホ テ ル プ ラ イ ス ・マ ッ

チ ャー 」 を 開始 した のが,99年9月,,そ の 翌 月,プ ラ イ ス ラ イ ン社 は,そ れ が

過 去 の い きさつ か ら も明 らか な よ うに逆 オ ー ク シ ョン特 許 の 侵 害 に当 た る と し,

侵 害 の差 止め と損 害 賠 償 を求 め て マ イ ク ロ ソフ ト社 とエ ク スペ デ ィア社 を コ ネ

チ カ ッ ト州 連 邦 地 裁 に提 訴 した 。 この係 争 は,2001年1月 に エ ク スペ デ ィア社

が プ ラ イ ス ラ イ ン社 に ロ イヤ ルテ ィを支 払 うこ とで 和 解 に達 した が,ロ イ ヤ ル

テ ィの 金額 は公 表 され なか った231。

逆 オー ク シ ョン特 許 は,ITの 技 術 的 側 面 よ り も,む しろ逆 オ ー ク シ ョン と

い う ビ ジ ネス方 法 に対 して 与 え られ た もので あ る。 しか も,逆 オー ク シ ョンの

ア イテ ア 自体,伝 統 的 な 政 府 調 達 の手 法 と本 質 的 に大 差 が な く,さ して 目新 し

くもなか った。 その た め に,同 特 許 の成 立 と プ ラ イ ス ラ イ ン社 に よ る権 利 行使

の 成功 は,起 業 家 ・ベ ンチ ャー 企業 のBMP志 向 を 強 め る働 き をす る一 方 で,

米 国産 業 界 の 中 にあ る種 の 恐 怖感 を醸 し出 さず に はお か なか った 。 あ りふ れ た

ビ ジ ネス の手 法 や 仕 組 み にす ぎな い の に,あ るい はた か だ か 思 い つ き的 な工 夫

を加 え た程 度 の ア イ デ アで しか な い の に,そ れ を イ ン ター ネ ッ ト ・ビ ジ ネ スに

22)Giasner,J・anna,一HighStと 旦kesinPr宝cellneSuit,"協 盟N融 ～Oct・ber15,1999。(http://

www,wlre己com!11ews/business/0,1:367、31916,00,html)

23)日 本 感 性 工 掌 会 ・IP研 究 会 編.前 掲 書,213-215ペ ー ジ 。
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応 用 した とい うだ け の こ とで 安 易 に特 許 が 認 め られ て,特 定企 業 の 占有 物 と化

して しま う。 ま た,当 た り前 の もの と して 使 って きた ウ ェブ 上 の ビ ジ ネ ス方 法

が,あ る 日突 然,特 諮 権 侵 害 の 烙 印 を押 され る羽 目 に な るか も しれ な い,と

い った 懸 念 の広 が りで あ っだ%

[ワ ン ・ク リ ック特 許 紛 争]

問 題 の 特 許(米 国 特 許 第5960411号)は,ウ ェ ッ ブ サ イ トで の 買 い 物 に あ

た っ て,顧 客 が 初 回 購 入 時 に 個 人 情 報(氏 名,住 所 、 ク レ シ ッ ト カ ー ド番 号

等)を 入 力 す れ ば,次 回 以 降 は 再 入 力 の 手 間 が い ら ず,マ ウ ス を 一 回 ク リ ッ ク

す る だ け で す む よ う に し た シ ス テ ム に 対 し て 認 め ら れ た 。1990年 代 半 ば に オ ン

ラ イ ン書 籍 販 売 を 開 始 し た ア マ ゾ ン ・ ド ッ1・ ・コ ム 社(Amazon.com)が97年

9月 に 出 願 し,2年 後 に そ の 特 許 を 手 に 人 れ て い る 。

特 許 取 得 の 翌 月(99年10月),ア マ ゾ ン 社 は.書 籍 販 売 業 の 最 大 手 バ ー ン

ズ ・ア ン ド ・ ノ ー ブ ル 社 の 子 会 社(Bamesalldlloble、com)が 導 入 し た オ ン ラ

イ ン購 入 シ ス テ ム 「エ ク ス プ レ ス ・レ ー ン」 は ワ ン ・ク リ ッ ク技 術 を 無 断 で 模

倣 し た も の だ と して,同 社 を シ ア トル 連 邦 地 裁 に 提 訴 し た 。 バ ー ン ズ 社 側 は 複

数 の 先 行 技 術 を 引 用 し て ワ ン ・ク リ ッ ク技 術 は 自 明 か つ 予 見 可 能 だ と 反 論 し特

許 の 無 効 を 訴 え た が,そ の 甲 斐 な く,提 訴 か ら わ ず か41口 後 に,同 社 に エ ク ス

プ レス ・レ ー ン使 用 禁 止 を 命 じ る 地 裁 の 仮 処 分 が 下 さ れ た 。 ク リ ス マ ス 商 戦 で

ア マ ゾ ン社 が 回 復 不 能 の 損 害 を こ うむ る 可 能 性 を 考 慮 し て 電 撃 的 に 繰 り 出 さ れ

た,米 国 ビ ジ ネ ス 方 法 特 許 史 上 初 の 差 し止 め 救 済 措 置 で あ っ た25)。

ア マ ゾ ン 仕 の 勝 訴 は(プ ラ イ ス ラ イ ン社 の ケ ー ス と 同 様 に).BMPの ビ ジ

24)恩 田誠 「ビ シネスモ デ ル特 許 の現状 と今 後の 動向」2000年2月.(http//www.ondapatent.

com/Japanese/busillessん 一patOI。htm正#top)

25)Oakes,Chris,嚇ezos二PaτelltsWereSdf-r)efense,"1耽'-41〉 β甑March3,20α)、(httpl//www,

wired.com/news/bllsiness/0,1367.3474(),()O.html).Ross,PhillipE.,TatentlyAbsurd、 い矛bめ榔

G'・蝋MF馳y29,2く)(10.(httP〃www.f・rbes.c・m/gl・bal/2000/0529/0311090a、html),Chart・ve,

Alex、`"'BllsinessMeしhodPaしents'AreBeingEffectivelyEnforcedbytheU,S。Courts,『 『Decem・

ber22、1999.(http://homepage2.1並fty.com/kurusu・patent/infOmatlon　 alex『ehtm),日 本感性 工

学会 ・PHP研 究会編,前 掲書,203-210ベ ー ジ。牧野 ・ウィー クス ・河村,前 掲書,34ペ ージ。
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ネス上の武器 としての威力を広 く認識させ,出 願ブームに拍車をかける要因と

なった。と同時に,ア マゾン社が強硬に権利を行使す る場合には,イ ンター

ネットのショッピングサイ トはすべて同社からライセ ンスを受けない限 りワ

ン・クリックの システムを使えなくなるので,関 連業界から,ち ょっとした工

夫にすぎず,特 許成立の時点ではすでに当た り前のものになっていた技術の独

り占めに対する抗議の声が巻 き起こることにもなった。特定の開発者による権

利 独占 を否定す るオープ ン ・ソー ス運動 の重鎮 ス1・一ルマ ン(IRichard

Stallman)も,電 子商取引にとって重要かつ 自明の技術で特許を得たアマゾン

社の振舞は電子商取引の健全な発展を阻害するものだ と唱えて,同 社 を相手

取った不買運動の遂行を公衆に呼びかけた。この状況に遭遇 したアマゾン社の

側は,バ ー ンズ社を訴えたのは自社の生存を守 るための防衛的行為であり.訴

訟の対象にするのは大手の競合企業だけだ,と 弁明に躍起になった。加えて,

ベゾス(JeffBezos)会 長名で特許制度改革の提案(BMPに 限って権利期問

を3～5年 に短縮すること,そ の規定を既存のBMPに 遡及適用することが中

心)を おこない もしたが,取 得 した特許を手放す意向を示す ことは決してな

かった、、

地裁判決で敗れたバーンズ社は,す ぐさまダブル ・クリック方式への転換に

着手するとともに,CAFCに 控訴した。2001年2月 のCAFC判 決は,バ ーン

ズ社がアマゾン社の特許の有効性に対 して重大な疑問を提起 したと認めて,地

裁の仮処分決定を取 り消 し,審 理を地裁に差 し戻す というものであった。翌年

3月,両 社問に和解が成立 して係争は落着す るにいたったが,和 解条件は公表

されなかったので,和 解金支払いの有無などは知 るよしもない26)。

しか し,仮 にワン ・クリック特許が実質的に無効化する場合であって も,経

済学の言うロック ・イン効果が働き,ア マゾン社の顧客がわざわざ個人情報の

再入力が必要な他のオンライン書籍販売サイトに乗 り換えるようになるとは考

26)Wolverto11,'1ヤoy,』 』Amazon.Bames&NobleSettlePatentSuit,'。CNETN徽 携March6.2002.

(htLp://news、 α)m.com/21(10-1〔)17-854105.htmi)
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え に くい。 さ ら に,ネ ッ トワー クで は先 行 者 の シェ アが 高 ま る につ れ て加 速 度

的 に独 占化 す る傾 向,い わ ゆ る ネ ッ トワー ク効 果 も作 用 す る。 オ ン ラ イ ン書 店

が 各顧 客 向 け に購 人 希望 の あ りそ うな文 献 情 報 を届 け る さい には ,そ の サ ー ビ

スの 正 確 さ は,基 本 的 に業 者 が どれ ほ どの デー タベ ー ス を有 して い るか に よ っ

て 決 ま る。 草 分 けで あ る アマ ゾ ン社 の もつ 購 買 者 の ネ ッ トワー クが 大 きけ れ ば

大 きい ほ ど,そ れ だ け顧 客 に とっ ての メ リ ッ トも強 まる わ け で,ワ ン ・ク リ ッ

ク特 許 が この ネ ッ トワー ク効 果 を助 長 した 一 面 も見 過 ごせ な い 。 こ う した事 情

を 踏 ま え て,ニ ュー ヨー ク大 学 の ドレフ ユ ス教授 は,下 院 司法 委 員 会 の公 聴 会

で こ う述 べ た.「 アマ ゾ ン杜 は,そ れ が 最 良 の 書 店 だ か ら とい う理 出 に よ っ て

で は な く,ワ ン ・ク リ ック特 許 の お か げ で イ ン ター ネ ッ ト書 店 問 戦 争 に 『勝

利 』 す る こ とに な ろ う」27,。

逆 オ ー ク シ ョ ン特 許 や ワ ン ・ク リ ック特 許 を め ぐる係 争 に 肚 の注 目が 集 ま る

の と並 行 して,BMPに 対 す る 疑 念 や批 判 も米 国 内 外 で 声 高 に語 られ る よ う に

な っ た。 局 所 的 な修 正 要 求 か ら全 否 定 まで 種 々の 論 調 が 交 錯 す る論 壇 状 況 で

あ った が,今 は立 ち 入 らず,そ の 旨 を指 摘 す るだ け に と どめ て お く。

お わ り に

アメリカで ビジネス方法特許ブームが発生する契機になったのが ,1998年 の

ステー ト・ス トリー ト銀行事件CAFC判 決であった。同判決によって過去ほ

ぼ一世紀にわたり特許実務を支配 してきた 「ビジネス方法除外の原則」が明確

に否定されることになったが,そ の急転回には,産 業競争力の再建を図る必要

に迫 られた米国社会におけるプロ ・パテン ト機運の高まりを反映 した特許保護

対象の拡大一 チャクラバティ判決に始まる生物特許の拡大やディーア判決に

よって緒に就いた ソフトウェア特許の発展 やインターネットの爆発的普及

27)Dreyfuss・R・chelleC・ ド 廊ti-ybef・reτheSubc・mn冠t【ee(》n(〕 ・urtsandlntellecしualPr(》P -

e∫tyoftheHouse【)fRepresentativesColmllltteeonτheJudiciary 、OversightHearingonthe

Uni飴dStatesPatentalldTτadem…1rkOffice,"March9,2000。(httpl//www .house.gov/judlci冴y/

dreyO309,ht!n)
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等が,多 大の影響を及ぼしたものとみ られる。そうした伏線と背景があったか

らこそ,SSB事 件判決がそのままBMPブ ームの開幕を告げる鐘ともなった

のであろう。

BMPの 出願はディーア判決後から徐々に増えはじめていたが,SSB事 件判

決とともに鰻登 りに転 じた。それまで特許と縁が薄かったサービス産業をも巻

き込んだ大がか りなブームの現出は,も とよりBMPの 性格をはなれては理解

しえないものである。技術的要素よりもアイデアに重きを置くBMPの 特徴が,

出願の容易さを意味 し,出 願の洪水状況につながったことを知 らなければなら

ない。

本稿では.以 上の考察に続いて,ブ ームの最大の担い手 となったネ ット・ベ

ンチ ャー企業によるBMPの 攻撃的な利用が競合企業 との間に激 しい係争を生

み出 した点に注目し,代 表的な二つの事件(逆 オークション特許紛争 とワン ・

クリック特許紛争)の 要諦をとりまとめて記 した。それらの事件にBMPの 基

本的性格が深 くかかわっていたのは,も ちろんである。と同時に,そ うした係

争事例そのものに,そ れらを契機にして世界的に巻き起こったBMPに 対する

疑念 と批判の実体的な根拠が含まれていた点も見過ごすわげにはいかない。一

体BMPの 何が強い警戒感を醸成することになったのか.ア メリカではそれに

対してどのような対応策が講 じられたのか,問 題視された諸点のうち何が解決

され何が火種 として残されているのか一 これらについては,次 稿(本 誌次号

に掲載予定)で 詳 しく論 じることになる。


